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新潟県県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第16号 

新潟県県税規則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県県税規則（昭和34年新潟県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

別記第56号様式、第59号様式及び第63号様式を次のように改める。
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第
5
6
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

 

　
　

　
　

　
年

度
　

　
　

　
　

個
人

県
民

税
の

現
年

課
税

分
賦

課
額

報
告

書
（
 当

初
 ・

 決
算

 ）

普
通

徴
収

特
別

徴
収

計
 ⓐ

+
ⓑ

普
通

徴
収

特
別

徴
収

計
 ⓓ

+
ⓔ

普
通

徴
収

計
 ⓖ

+
ⓗ

普
通

徴
収

特
別

徴
収

計
 ⓒ

+
ⓕ

+
ⓘ

　
　

ⓐ
ⓑ

ⓒ
ⓓ

ⓔ
ⓕ

ⓖ
ⓘ

ⓐ
+
ⓓ

+
ⓖ

　
　

ⓙ
ⓑ

+
ⓔ

+
ⓗ

　
　

ⓚ
　

　
　

　
 ⓙ

+
ⓚ

　
　

 ⓛ
譲

渡
所

得
以

外
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

①
譲

　
渡

　
所

　
得

②
小

計
　

①
＋

②
③

譲
渡

所
得

以
外

④
譲

　
渡

　
所

　
得

⑤
小

計
　

④
＋

⑤
⑥

⑭
　

う
ち

給
与

所
得

分
⑭

'　
う

ち
給

与
所

得
分

⑮
　

う
ち

給
与

所
得

分

⑯
⑰

所
得

割
額

⑧

⑱
　

⑳
×

㉔
⑱

'　
⑳

×
㉔

'
⑳

べ
き

額
⑩

べ
き

額
⑨

－
⑩

　
　

　
 　

　
⑪

㉑
㉑

'
㉒

　
　

　
　

0
.

0
.

　
　

　
摘

　
　

要

㉓
⑮

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

㉔
 ⑮

　
　

 ㉔
'

均
等

割
額

所
得

割
額

均
等

割
額

及
び

の
み

の
も

の
の

み
の

も
の

所
得

割
額

の
も

の
人

人
人

人
人

 ◎
　

注
　

　
１

　
譲

渡
所

得
の

区
分

は
当

初
の

み
と

し
、

決
算

分
に

つ
い

て
は

　
　

　
「
譲

渡
所

得
以

外
」
欄

に
合

算
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

２
　

本
年

度
調

定
区

分
割

合
は

、
円

位
ま

で
算

定
さ

れ
る

桁
数

　
　

　
ま

で
算

出
の

こ
と

。

新
潟
県
県
税
条

例
第
19
条
第

１
項
及
び
第

２
項
の
規
定
に

よ
り
上
記
の

と
お
り
報
告

し
ま
す
。

　
地

　
域

　
振

　
興

　
局

　
長

様

 市
町

村
長

作
成

者
職

氏
名

⑲
　

⑳
－

⑱
－

⑱
'

う
ち

給
与

所
得

分

特
別

徴
収

ⓗ 円

⑨
の

う
ち

翌
年

度
の

収
入

と
な

る

収
入

と
な

る
べ

き
額

　
　

　
　

  
　

　
⑫

本
年

度
調

定
額

　
⑪

＋
⑫

⑬

森
林

環
境

税

  
  

 　
　

年
　

　
月

　
　

日

計

㉓
'

　
0
. 

  
  

  
  

 　
　

　
　

 小
数

点
以

下
第

５
位

ま
で

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 算

出
の

う
え

四
捨

五
入

特
定

あ
ん

分
率

人

県 　 民 　 税

譲
渡

所
得

以
外

分
　

離
　

退
　

職

譲
  

渡
　

所
　

得

区
分

合
計

区
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
分

均
等

割
額

(森
林

環
境

税
額

)

⑦

県
　

　
　

民
　

　
　

税
市

 町
 村

 民
 税

所
得

割
額

前
年

度
賦

課
の

う
ち

本
年

度
の

退
職

所
得

の
分

離
課

税
に

係
る

⑨

計
　

　
　

③
＋

⑥

（
当

初
分

の
み

記
載

）

本
年

度
課

税
額

　
⑦

＋
⑧

調 　 定 　 額賦 　 　 課 　 　 額

⑨
の

う
ち

本
年

度
の

収
入

と
な

る

納
　

税
　

義
　

務
　

者
　

の
　

種
　

別

計

徴
収

区
分

に
よ

る
納

税
義

務
者

普
通

徴
収

特
別

徴
収

本
年

度
調

定
区

分
割

合
(当

初
分

の
み

記
載

)
　

0
. 

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
小

数
点

以
下

第
５

位
ま

で
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
算

出
の

う
え

四
捨

五
入

⑭

㉒㉑
'

㉒
－

⑰

㉑
－

⑯
⑭

'
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第
5
9
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

 

市
町

村
名

円
⑤

円
円

円
円

円
円

(
ｶ
)
(
ｿ
)

円
円

円
円

円
円

円
円

円
(
ｶ
)
'
 
(
ｿ
)
'

円
円

法
第

3
2
1
条

の
５

の
２

(
小

規
模

企
業

の
納

期
の

特
例

)
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

(
 
 
)
外

書
き

す
る

こ
と

。

③
④

⑤

(
ｴ
)

Ａ
Ｂ

(
ｱ
)

 
(
ｴ
)
'

Ａ
'

Ｂ
'

(
ｱ
)

新
潟

県
県

税
条

例
第

2
0
条

の
規

定
に

よ
り

収
入

計
算

書
を

提
出

し
ま

す
。

年
　

　
　

月
　

　
　

日

地
域

振
興

局
長

　
様

市
町

村
長

作
成

者
職

氏
名

※
 
Ａ

'
・

Ｂ
'
と

も
円

位
ま

で
算

定
さ

れ
る

率
と

す
る

。

本 年 度 課 税 分 の 本 月 中 増 減 額 内 訳

(
ｽ
)
'

税 　 外

区
　

　
　

分

下
段

：
森

林
環

境
税

額

上
段

：
県

民
税

額

本
年

度
調

定
区

分
割

合
０

．

加
 
算

 
金

区
　

　
分

住
民

税
額

及
び

森
林

環
境

税
額

(
ﾀ
)

円
(
ｼ
)

退
職

等
に

よ
る

普
通

徴
収

（
一

括

円
(
ｻ
)

翌
年

度
調

定
分

本
　

月
　

分
累

　
　

計
累

　
　

計

摘
　

　
要

本
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

度
　

　
　

　
　

分
現

　
　

年
　

　
課

　
　

税
　

　
分

前
月

ま
で

の
累

計
滞

　
　

納
　

　
繰

　
　

越
　

　
分

前
月

ま
で

の
累

計
本

　
月

　
分

年
度

　
個

人
県

民
税

に
係

る
徴

収
金

収
入

計
算

書
（

　
　

年
　

　
月

分
）

翌
　

　
年

　
　

度
　

　
分

前
月

ま
で

の
累

計
本

　
月

　
分

累
　

　
計

計
①

+
②

+
③

+
④

分
離

課
税

普
通

徴
収

 
 
 
一

括
特

別
徴

 
 
 
収

を
含

む
。

(
ｵ
)

本
年

度
調

定
分

①

円

(
ｳ
)
×

Ａ
(
ｶ
)

(
ｽ
)
(
ｽ
)
-
(
ｿ
)

円
(
ｳ
)

円
(
ｺ
)

円
(
ｲ
)

(
ｻ
)
-
(
ｾ
)
-
(
ｾ
)
'

(
ｴ
)

(
ｳ
)
-
(
ｶ
)
-
(
ｶ
)
'

本
月

分
調

定
区

分
割

合
０

．
本

年
度

調
定

区
分

割
合

(
ｷ
)

(
ｴ
)
-
(
ｶ
)

(
ｲ
)
-
(
ｵ
)
-
(
ｵ
)
'

(
ｸ
)

※
 
Ａ

・
Ｂ

と
も

円
位

ま
で

算
定

さ
れ

る
率

と
す

る
。

(
ｿ
)

(
ﾂ
)

(
ｼ
)
-
(
ｿ
)
-
(
ｿ
)
'

０
．

(
ｾ
)
(
ｼ
)
×

Ｂ

(
ﾁ
)

本
年

度
調

定
分

②

円
円

翌
年

度
調

定
分

　
　

　
　

　
特

　
　

別
　

　
徴

　
　

収

６
月

１
日

以
降

の
変

更
分

（
更

正
、

決
定

等
）

特
別

徴
収

を
含

む
。

）
へ

切
替

え
分

（
退

職
所

得
）

円
(
ｱ
)

総
　

　
額

下
段

：
森

林
環

境
税

額

上
段

：
県

民
税

額

総
　

　
額

延
 
滞

 
金

上
段

:
県

民
税

額
下

段
: 県

民
税

額

あ
ん

分
割

合
(
森
林

環
境

税
額

分
)

本
月

分
調

定
区

分
割

合
０

．

(
ｶ
)
'

森
林

環
境

税
額

(
ｴ
)
'

あ
ん

分
割

合
（

県
民

税
額

分
）

市
町

村
民

税
額

(
ｹ
)

(
ｽ
)
'
-
(
ｿ
)
'

(
ｾ
)
'
(
ｼ
)
×

Ｂ
'

(
ｿ
)
'

(
ｴ
)
'
-
(
ｶ
)
'

(
ｵ
)
'
(
ｳ
)
×

Ａ
'

調
定

額

収
納

額

不
納

欠
損

額

未
納

額

県
民

税
額

上
段

：

森
林

環
境

税
額

下
段

：

上
段

：
県

民
税

額

森
林

環
境

税

下
段

：
森

林
環

境
税

額

下
段

:
森

林
環

境
税

上
段

:
県

民
税

額
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第
6
3
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

 

１
県

民
税

、
森

林
環

境
税

及
び

市
町

村
民

税
の

調
定

額
の

調
３

県
民

税
及

び
森

林
環

境
税

に
係

る
徴

収
金

の
払

込
過

不
足

額
の

調
(
県

民
税

分
)

A
円

R
=
ｱ
×

D
ｲ

R
-
ｲ

S
=
ｴ
×

D
ｵ

S
-
ｵ

S
'
=
ｴ
'
×

D
'

ｵ
'

S
'
-
ｵ
'

T
=
ｷ
×

D
ｸ

T
-
ｸ

T
'
=
ｷ
'
×

D
'

ｸ
'

T
'
-
ｸ
'

円
J

円
円

O
=
L
-
(
F
+
J
)

円

㋜
㋝

U
=
ｺ
×

D
ｻ

U
-
ｻ

K
P
=
M
-
(
G
+
K
)

㋜
㋝

U
'
=
ｺ
'
×

D
'

ｻ
'

U
'
-
ｻ
'

(
森

林
環

境
税

分
)

円
J
'

円
円

O
'
=
L
'
-
(
F
'
+
J
'
)

円

㋜
'

㋝
V
=
ｱ
×

E
ｳ

V
-
ｳ

W
=
ｴ
×

E
ｶ

W
-
ｶ

X
=
ｷ
×

E
ｹ

X
-
ｹ

Y
=
ｺ
×

E
ｼ

Y
-
ｼ

２
県

民
税

、
森

林
環

境
税

及
び

市
町

村
民

税
に

係
る

徴
収

金
の

収
納

・
払

込
済

額
の

調
（

払
込

金
精

算
の

基
礎

数
値

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

ｱ
ｲ

ｴ
ｵ

ｴ
'

ｵ
'

ｷ
ｸ

ｷ
'

ｸ
'

ｺ
ｻ

ｺ
'

ｻ
'

ｳ
ｶ

ｹ
ｼ

(
㋜

)

新
潟

県
県

税
規

則
第

5
2
条

の
規

定
に

よ
り

払
込

額
精

算
計

算
書

を
提

出
し

ま
す

。

年
　

　
　

月
　

　
　

日

地
域

振
興

局
長

　
様

市
町

村
長

作
成

者
職

氏
名

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

令
和

５
年

度
以

前
課

税
分

区
　

　
　

　
分

精
算

基
準

額

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
県

民
税

の
県

へ
の

払
込

済
額

(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

滞 納 繰 越 分

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

精
算

す
べ

き
額

円

県
へ

の
払

込
済

額

計

加 算 金

円
円

Q
'
=
N
'
-
H
'

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

延 滞 金

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

令
和

５
年

度
以

前
課

税
分

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

森
林

環
境

税
A
'

D
=
A
/
C
（

　
年

３
月

3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
）

E
=
A
'
/
C
（

　
年

３
月

3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
）

D
'
(
令

和
６

年
３

月
3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
)

I

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

計

　
年

度
分

の
収

納
で

　
　

年
４

月
又

は
６

月
中

に
払

込
ま

れ
た

額

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

(
上

段
)

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

(
下

段
)

森
林

環
境

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

県
民

税
、

森
林

環
境

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

区
分

現
　

年
　

課
　

税
　

分
滞

　
納

　
繰

　
越

　
分

延
　

　
滞

　
　

金
加

算
金

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

令
和

５
年

度
以

前
課

税
分

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

令
和

５
年

度
以

前
課

税
分

L
'
=
(
I
'
×

D
'
)
+
J
'

６
県

　
民

　
税

F
L
=
(
I
×

D
)
+
J

森
林

環
境

税
G

現
年

課
税

分

市
町

村
民

税
H
'

N
'
=
I
'
-
(
I
'
×

D
'
)

年 度 以 後 課 税 分

市
町

村
民

税
H

５

計計
C

市
町

村
民

税
B

区
　

　
分

市
町

村
の

歳
入

所
属

年
度

と
同

一
と

し
た

場
合

の
３
月

末
精

算
前

の
滞

納
繰

越
額

Q
=
N
-
H

滞 納 繰 越 分 延 滞 金 加 算 金

市
町

村
の

収
納

は
　

　
年

度
で

県
へ

の
払

込
が

翌
年

度
と

な
っ

た
額

令
和

５
年

度
以

前
課

税
分

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分 計

令
和

５
年

度
以

前
課

税
分

令
和

６
年

度
以

後
課

税
分

精
算

す
べ

き
額

県
　

民
　

税
現

年
課

税
分

円
円

円

年
度

　
個

人
県

民
税

に
係

る
徴

収
金

の
払

込
額

精
算

計
算

書
（

３
月

末
日

現
在

）

現 年 課 税 分

区
　

　
分

３
月

末
現

在
調

定
額

払
込

み
あ

ん
分

率
区

　
　

　
　

分
精

算
基

準
額

県
へ

の
払

込
済

額

年 度 以 前 課 税 分

M
=
(
I
×

E
)
+
K

３
月

末
現

在
滞

納
繰

越
額

滞
納

繰
越

額
を

調
整

す
べ

き
額

N
=
I
-
｛

I
×

(
D
+
E
)
｝

 
収

納
又

は
 
払

込
み

月

年
３

月

※
 「

県
へ

の
払

込
済

　
 額

」
は

２
月

分
と

し
　

 て
払

込
ん

だ
額

を
　

 記
載

す
る

こ
と

滞 納 繰 越 分

計
I
'

県
　

民
　

税
F
'

年
４

月
か

ら
　

　
年

２
月

収
納

又
は

払
込

済
額
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第２条 新潟県県税規則の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（自動車税の種別割の第二次納税義務に係る納付

義務免除の申告） 

第10条 法第11条の10第３項に規定する申告は、同

条第２項に規定する納付義務免除の適用があるべ

き自動車税の種別割の納付通知書を受け取つた日

の翌日から起算して30日を経過する日までに、申

告書に当該自動車の売買契約書、買主の住所又は

居所が不明であることを証する書類及び代金の全

部又は一部を受け取ることができなくなつたこと

を証する書類を添付して行わなければならない。 

（自動車税の種別割の第二次納税義務に係る納付

義務免除の申告） 

第10条 法第11条の９第３項に規定する申告は、同

条第２項に規定する納付義務免除の適用があるべ

き自動車税の種別割の納付通知書を受け取つた日

の翌日から起算して30日を経過する日までに、申

告書に当該自動車の売買契約書、買主の住所又は

居所が不明であることを証する書類及び代金の全

部又は一部を受け取ることができなくなつたこと

を証する書類を添付して行わなければならない。 

  

別表（第117条関係） 別表（第117条関係） 

文 書 等 の 名 称 根拠条文 様式 

（略） 

自動車税（種別割）

の第二次納税義務に

係る納付義務免除の

申告書 

法第11条の10

第３項 

（略） 

（略） 

 

第４号様式の２（第117条関係） 

自動車税（種別割）の第二次納税義務に係る納付

義務免除の申告書 

（略） 

 地方税法第11条の10第３項の規定により申告

します。 

（略） 

（略） 

文 書 等 の 名 称 根拠条文 様式 

（略） 

自動車税（種別割）

の第二次納税義務に

係る納付義務免除の

申告書 

法第11条の９

第３項 

（略） 

（略） 

 

第４号様式の２（第117条関係） 

自動車税（種別割）の第二次納税義務に係る納付

義務免除の申告書 

（略） 

 地方税法第11条の９第３項の規定により申告

します。 

（略） 

（略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は令和７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の別記第56号様式、第59号様式及び第63号様式は、令和６年度以後の年度分の個

人の県民税について適用し、令和５年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。 

 


